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示

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
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年
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知
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吾
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名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

廃
止
年
月
日

相
馬
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所

鈴
木
医
院

か
し
わ
ざ
き
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
団
法
人
青
森
県
薬
剤
師
会
会
営

八
戸
第
一
調
剤
薬
局

ゆ
り
の
木
薬
局
小
中
野
店

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
五
所
字
野
沢

三
九
の
一
三

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
一
の
四
二

八
戸
市
柏
崎
四
丁
目
一
六
の
二
九

八
戸
市
大
字
馬
場
町
一
三

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
二
五
の
五
一

平
成
��･

�･

��

��･

�･

�

��･

�･
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
サ
ー
ク
ル
Ｋ
東
北
事
業
部
に
対
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
二
日

か
ら
同
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で
開
催
す
る
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
に
係
る
使
用
料
の

徴
収
の
事
務
の
う
ち
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付
す
る
場
合
の
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

古
川
ガ
ラ
ス
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

古
川

高
弘
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名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

指
定
年
月
日

五
所
の
診
療
所

鈴
木
医
院

天
馬
薬
局

ひ
ま
わ
り
薬
局
石
江
店

メ
ガ
調
剤
薬
局

社
団
法
人
青
森
県
薬
剤
師
会
会
営

第
一
調
剤
薬
局

清
藤
歯
科
医
院
中
央
診
療
所

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
五
所
字
野
沢

三
九
の
一
三

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
一
の
四
二

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上
六
二
の
一

〇青
森
市
大
字
石
江
字
岡
部
七
六
の
一

弘
前
市
大
字
高
田
四
丁
目
二
の
一
〇

八
戸
市
大
字
馬
場
町
一
四
の
一

青
森
市
中
央
一
丁
目
二
一
の
二

平
成
��

･

�･

�
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�
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�･

�
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
間
木
五
五
の
一
細
川

広

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
間
木
三
七
の
六
細
川

元
則

平
内
町
第
二
区

域

総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
行
う
漁

業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
か
れ

い
刺
網
漁
業

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

五
所
川
原
市
大
字
姥
�
字
船
橋
二
二
四
の
一

か
ら
二
二
四
の
七
ま
で
、
二
二
六
の
二
、
二

二
六
の
五
、
二
二
六
の
九
、
二
二
六
の
一
九

か
ら
二
二
六
の
二
七
ま
で
及
び
二
二
八
、
字

船
橋
二
二
四
の
一
地
先
及
び
二
二
六
の
二
一

地
先

(

国
有
財
産)

五
所
川
原
市
字
旭
町
四
五
の
一
旭
宅
建
有
限
会
社

� �
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三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
港
町
二
丁
目
五
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
五
四
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

防
水
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
み
ち
の
く
住
設

二

代
表
者
の
氏
名

斎
藤

幸
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
南
佃
七
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
四
二
九
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

弘
前
特
殊

二

氏
名

一
戸

修

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
新
里
字
中
樋
田
三
四
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
一
七
五
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

G
reen's

Space

二

氏
名

佐
々
木

洋

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
原
三
丁
目
一
一
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
二
〇
〇
一
五
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

青 森 県 報������	
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
北
設
備
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

阿
部

重
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
神
田
四
丁
目
六
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
四
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
さ
く
井
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
北
設
備
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

阿
部

重
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
神
田
四
丁
目
六
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
四)

第
四
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
、
水
道
施
設
、
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

久
保
左
官
工
業

二

氏
名

久
保

司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
後
川
目
九
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
四
九
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
七
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

平
野
商
事
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

平
野

治
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
三
番
町
三
の
四
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
一
三
五
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日
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六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

美
濃
部
建
築

二

氏
名

美
濃
部

孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
川
内
町
�
木
五
八
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
六
〇
〇
〇
六
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
下
北
建
機

二

代
表
者
の
氏
名

柴
田

稔

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
畑
町
上
野
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
一
〇
八
七
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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